
船舶事故調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年７月３日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖（琵琶湖北部） 

 峯山二等三角点から真方位１０４°１,２２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.６′ 東経１３６°０６.４′） 

事故の概要  水上オートバイ蔵人
くらうど

号は、船首を東方に向けて漂泊中、水上オート

バイグッドワン J r
ジュニア

は、船首を東方に向けて無人の状態で錨泊中、水

上オートバイ A G I
エージーアイ

は、帰航中、蔵人号と AGI とが衝突した後、AGI

がグッドワン Jr に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年７月１１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 蔵人号、０.２トン（長さ３.０８ｍ） 

   ２４２－３１８０２岐阜、株式会社蔵人 

Ｂ 水上オートバイ グッドワンJr、０.２トン（長さ２.８７ｍ） 

   ２５０－５８５８８大阪、個人所有 

Ｃ 水上オートバイ AGI、０.１トン（長さ２.７２ｍ） 

   ２４０－６９９４４岐阜、株式会社 AGI 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部及び左側サイドミラーに破損 

Ｂ 左舷側面部及びシート前の物入れに破損 

Ｃ 船首部及び船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 ２、視界 不良 

水象：湖上 平穏 

 長浜市には、７月３日０８時０２分に大雨注意報が発表され、本事

故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、二本松水泳場の砂浜付近におい

て、機関を中立とした状態で船首を東方に向けて漂泊していた。 

 船長Ａは、雨と霧で視界が不良だったので、周囲を見渡しながら出

航するかどうか考えていたところ、船首方至近にＡ船に向かって接近

するＣ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船とＣ船とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、Ａ船の南側約５ｍで無人の状態で船首を東方に向けて錨泊

中、Ｃ船とＡ船とが衝突した後、Ｃ船と衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、雨と霧で視界が不良だったが、



少しの距離であれば航行しても大丈夫と思い、今年一度も使用してい

ないＣ船の試運転をする目的で二本松水泳場の砂浜付近を出航した。 

 船長Ｃは、試運転を終えて、西進して帰航中、船首方約５ｍにＡ船

を認めたが、どうすることもできず、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

 Ｃ船は、Ａ船との衝突時、船長Ｃが驚いて操縦ハンドルを左に切っ

た際にスロットルレバーが引かれ、加速しながらＢ船に衝突した。 

 二本松水泳場にいたＢ船の所有者は、１１０番通報を行った。 

 船長Ｃは、視界が良くなってから出航するべきであったと本事故後

に思った。 

分析  Ａ船は、船首を東方に向けて漂泊中、Ｃ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、Ａ船の南側で無人の状態で船首を東方に向けて錨泊中、Ｃ

船が衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、大雨注意報が発表され、雨と霧で視界が制限されている状

況下、船長Ｃが、少しの距離であれば航行しても大丈夫と思い出航し

たことから、西進して帰航中、前路で漂泊中のＡ船に接近しているこ

とに気付くのが遅れてＡ船と衝突し、続いて錨泊中のＢ船に衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、大雨注意報が発表され、雨と霧で視界が制限されている

状況下、船長Ｃが、少しの距離であれば航行しても大丈夫と思い出航

したため、西進して帰航中、前路で漂泊中のＡ船に接近していること

に気付くのが遅れ、Ａ船とＣ船とが衝突し、続いて錨泊中のＢ船にＣ

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、雨や霧で視界が極端に制限されている

状況においては、出航を控えること。 

 


